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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パッケージ基板及びその製造方法を提供する。
【解決手段】パッケージ基板２０２は、基板２２０と、
複数の導電薄膜パターン２３０と、絶縁薄膜パターン２
４０と、を含む。基板は、主に導電材質又は半導体材質
により構成され、その表面にダイ固定領域及び複数の導
電領域を含む。各導電薄膜パターンは、異なる導電領域
上にそれぞれ分布し、絶縁薄膜パターンは、導電薄膜パ
ターン及び基板の間に位置するが、絶縁薄膜パターンは
、ダイ固定上に設置されない。そのうち、半導体チップ
２１０は、ダイ固定領域上に取り付けられ、導電薄膜パ
ターンと電気接続する。パッケージ基板のダイ固定領域
は、絶縁薄膜パターンに塗布されないので、パッケージ
基板により半導体パッケージ構造の放熱効果を増強する
ことができる。
【選択図】図７Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板上に取り付けられるパッケージ基板であって、該パッケージ基板上に少なくと
も１つの半導体チップを取り付け、該パッケージ基板は、
　導電材質又は半導体材質から構成され、表面にダイ固定領域及び複数の導電領域を含む
基板と、
　それぞれ異なる導電領域に分布する複数の導電薄膜パターンと、
　該導電薄膜パターンと該基板との間に位置する絶縁薄膜パターンと、
を含み、該半導体チップは、該ダイ固定領域上に取り付けられ、且つ該導電薄膜パターン
と電気接続されるパッケージ基板。
【請求項２】
　前記半導体チップが発光ダイオードであり、該導電領域は、第１導電領域及び第２導電
領域を含み、該導電薄膜パターンは、第１導電薄膜パターン及び第２導電薄膜パターンを
含み、該第１導電薄膜パターン及び該第２導電薄膜パターンは、それぞれ該第１導電領域
及び該第２導電領域上にそれぞれ位置し、且つ該第１導電薄膜パターン及び該第２導電薄
膜パターンは、相互に接触しない請求項１に記載のパッケージ基板。
【請求項３】
　前記基板上に複数の貫通孔を設置し、この貫通孔は、該基板を貫通し、且つ異なる導電
領域上に位置し、且つ該貫通孔の孔壁上に該導電薄膜を分布する請求項１又は２に記載の
パッケージ基板。
【請求項４】
　前記基板は、凹穴を含み、該凹穴は、該ダイ固定領域に位置し、且つ該基板上に一体に
成形され、且つ該半導体チップは、該凹穴内に位置する請求項２に記載のパッケージ基板
。
【請求項５】
　前記導電薄膜パターンは、第３導電薄膜パターンを含み、該第３導電薄膜パターンは、
該ダイ固定領域上に位置し、且つ該第３導電パターンは、該基板と直接接触する請求項２
に記載のパッケージ基板。
【請求項６】
　前記第３導電薄膜パターンは、該第２導電薄膜パターンと電気接続し、且つ該半導体チ
ップのうちの１つの電極は、該第３導電薄膜パターンと直接接触し、該半導体チップのも
う１つの電極は、第１接続線により該第１導電薄膜パターンと接触する請求項５に記載の
パッケージ基板。
【請求項７】
　前記基板の材質は、銅又はアルミニウム又は以上の何れか１つの成分を含む合金である
請求項１又は２に記載のパッケージ基板。
【請求項８】
　前記基板の材質がシリコンである請求項１又は２に記載のパッケージ基板。
【請求項９】
　前記導電薄膜パターンの材質が主に銅、ニッケル、金、銀、又は以上の何れか１つの成
分を含む合金を含む請求項１又は２に記載のパッケージ基板。
【請求項１０】
　前記絶縁薄膜パターンが重合物である請求項１又は２に記載のパッケージ基板。
【請求項１１】
　前記絶縁薄膜パターンの材質がエポキシ樹脂、シリコンゲル、ポリイミド、又ははんだ
塗料である請求項１０に記載のパッケージ基板。
【請求項１２】
　前記絶縁薄膜パターンの厚さが２μｍより大きい請求項１又は２に記載のパッケージ基
板。
【請求項１３】
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　前記パッケージ基板は、表面実装技術を利用し、回路基板と電気接続する請求項１又は
２に記載のパッケージ基板。
【請求項１４】
　前記半導体チップ上に第１接続線及び第２接続線を接続し、該第１接続線は、該第１導
電層パターン及び該半導体チップの間に接続され、該第２接続線は、該第２導電層パター
ン及び該半導体チップの間に接続される請求項２に記載のパッケージ基板。
【請求項１５】
　更に、第３接続線及び第４接続線を含み、該第３接続線は、該第１導電層パターン及び
該回路基板の間に接続され、該第４接続線は、該第２導電層パターン及び該回路基板の間
に接続される請求項２に記載のパッケージ基板。
【請求項１６】
　該基板の側壁上に該導電薄膜を分布する請求項１又は２に記載のパッケージ基板。
【請求項１７】
　（ａ）基板を提供し、該基板は、主に導電材質または半導体材質から構成され、該基板
の表面は、ダイ固定領域及び複数の導電領域に分けられ、
　（ｂ）該基板上に絶縁薄膜パターンを形成し、該絶縁薄膜パターンは、該ダイ固定領域
上に形成されず、
　（ｃ）複数の導電薄膜パターンを形成し、これら導電薄膜パターンは、異なる導電領域
上に分布され、
　（ｄ）半導体チップを該ダイ固定領域内に取り付けられ、
　（ｅ）該半導体チップを該導電薄膜パターンと電気接続する、
ことを含むパッケージ基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記ステップ（ｂ）において、該絶縁薄膜パターンは、電気メッキ、電気泳動、又は電
気化学蒸着を利用し、該基板上に形成される請求項１７に記載のパッケージ基板の製造方
法。
【請求項１９】
　前記導電領域は、第１導電領域及び第２導電領域を含み、該導電薄膜パターンは、第１
導電薄膜及び第２導電薄膜パターンを含み、該第１導電薄膜パターン及び該第２導電薄膜
パターンは、それぞれ該第１導電領域及び該第２導電領域上に分布され、該半導体チップ
は、発光ダイオードである請求項１７に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記基板は、複数の貫通孔を含み、これらの貫通孔は、該基板を貫通し、且つ異なる導
電領域上にそれぞれ位置し、且つ該貫通孔の孔壁上に該導電薄膜を分布する請求項１７乃
至請求項１９の何れか１項に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記基板は、更に、凹穴を含み、該凹穴は、該ダイ固定領域に位置し、且つ該基板上に
一体に成形され、且つ該半導体チップは、該凹穴内に位置する請求項１７乃至請求項１９
の何れか１項に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２２】
　前記（ｄ）のステップの前に、更に下記のステップ：
　第３導電薄膜パターンを該ダイ固定領域に形成する、を含む請求項１９に記載のパッケ
ージ基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記（ｃ）のステップ中に更に以下のステップ：
　（ｃ１）シード層を形成し、
　（ｃ２）該シード層を基底とし、電気メッキ又は電気泳動を利用し、導電薄膜パターン
を形成する、
を含む請求項１７乃至請求項１９の何れか１項に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２４】
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　前記（ｃ１）のステップに置いて、該シード層は、浸せきメッキ法又はスパッタリング
法で形成される請求項２２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記基板の材質が銅又はアルミニウム又は以上の何れか１つの成分を含む合金である請
求項１７乃至請求項１９の何れか１項に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２６】
　前記基板の材質がシリコンである請求項１７乃至請求項１９の何れか１項に記載のパッ
ケージ基板の製造方法。
【請求項２７】
　前記導電薄膜パターンの材質が銅、ニッケル、金、又は銀又は以上の何れか１つの成分
を含む合金である請求項１７乃至請求項１９の何れか１項に記載のパッケージ基板の製造
方法。
【請求項２８】
　前記絶縁薄膜パターンの材質が重合物である請求項１７乃至請求項１９の何れか１項に
記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２９】
　前記絶縁薄膜パターンの材質がエポキシ樹脂、シリコンゲル、ポリイミド、又ははんだ
塗料である請求項２７に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項３０】
　前記絶縁薄膜パターンの厚さが２μｍより大きい請求項１７乃至請求項１９の何れか１
項に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項３１】
　前記（ｂ）のステップにおいて、前記絶縁薄膜パターンを形成する方法は、印刷塗布法
、スパッタリング法、又は噴霧法を含む請求項１７に記載のパッケージ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッケージ基板及びその製造方法に関し、特に、半導体パッケージに用いる
パッケージ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　急速な技術の発展に伴い、半導体の応用分野が益々広がり、論理演算（例えば、CPU）
及びデータ保存（例えば、ＤＲＡＭ）以外に、発光ダイオード（Light Emitting Diode，
俗称：LED）の応用も益々普遍になっている。しかしながら、半導体の性能が益々強大に
なるに伴い、その発熱量も増加し、従って、放熱技術も益々重要になっている。
【０００３】
　発光ダイオードを例とすると、発光ダイオードの発光効率と輝度は、既に大衆に受け入
れられることができる水準に達しているので、現在、発光ダイオードは、既にバックライ
トモジュール、車両ランプ、街灯等に応用されている。しかしながら、発光ダイオードの
輝度の向上に伴い、その膨大な発熱量が当業者を悩ませてもいる。熱量を効率的に排除で
きなければ、発光ダイオードの輝度が低下し、且つ使用寿命も短縮される。
【０００４】
　現在、発光ダイオード装置において、それが使用されるパッケージ基板は、主にプリン
ト回路板(Print Circuit Board，PCB)、メタルコアプリント回路板(Metal Core Print Ci
rcuit Board，MCPCB)、セラミック基板(Ceramic Substrate)、シリコン基板(Silicon Sub
strate)の4種に分けることができる。この4種のパッケージ基板において、プリント回路
板のコストが最も低いが、その放熱能力は良好でない。また、技術及びコスト上の制限に
より、シリコン基板上の絶縁薄膜は往々にして比較的薄く、絶縁破壊(Dielectrical Brea
kdown)を起こし易い。このほか、現在市場におけるAl2O3基板，Al2O3基板を主とするセラ
ミック基板の放熱能力は、良好でない。更に、同じくセラミック基板に属するＡＩＮ基板
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は、放熱能力が良好であるが、コストが高いという欠点がある。
【０００５】
　ＭＣＰＣＢ基板は、ＰＣＢ基板よりも高い放熱能力を有するが、金属層と発光ダイオー
ドチップの間に依然として誘電層が存在するので、放熱能力の向上は、依然として相当制
限される。
【０００６】
　図１を参照すると、図１は、従来の発光ダイオード装置の正面図である。この発光ダイ
オード装置１００は、回路基板１０上に取り付けられ、発光ダイオード装置１００は、発
光ダイオード１１０及びパッケージ基板１０２を含み、そのうち、パッケージ基板１０２
は、基板１２０と、反射部材１３０と、絶縁体１４０と、を含み、そのうち、基板１２０
は、ＭＣＰＣＢ基板である。発光ダイオード１１０及び反射部材１３０は、何れも基板１
２０上に設置され、反射部材１３０は、杯状の凹穴１３２を構成し、発光ダイオード１１
０は、凹穴１３２中に位置する。該凹穴１３２の壁面は、滑らかな反射面であり、発光ダ
イオード１１０が発する光を反射し、光線の指向性を向上させる。しかしながら、反射部
材１３０及び基板１２０は、２つの異なる個体に属するので、使用時間の増長に伴い、反
射部材１３０及び基板１２０の間に位置のずれ又は離脱の現象が発生する可能性がある。
【０００７】
　また、発光ダイオード１１０上に更に接続線１１２及び接続線１１４を接続し、そのう
ち、接続線１１２は、基板１２０の正導電領域１２１に接続し、接続線１１４は、基板１
２０の負導電領域１２２に接続し、発光ダイオード１１０は、基板１２０のダイ固定領域
１２３上に位置し、そのうち、正導電領域１２１、負導電領域１２２、及びダイ固定領域
１２３は、絶縁体１４０により相互に隔離される。絶縁体１４０は、接着剤を注入するこ
とにより基板１２０の開孔中に形成されるので、該開孔は、一定の大きさの幅を有する必
要があり、そうでなければ、接着剤が流れ込むことが困難であるが、このように、基板１
２０の幅を増加する以外に、更に、正導電領域１２１及び負導電領域１２２と、発光ダイ
オード１１０との距離をそれぞれ増加させ、これにより、接続線１１２，１１４の長さも
比較的長くする必要がある。更に、発光ダイオード装置１００が回路基板１０上に取り付
けられる時もワイヤーボンディング(wire bonding)方式を利用して回路基板１０と電気接
続され、発光ダイオード装置１００が回路基板１０上で占める面積を増加させる。
【０００８】
　従って、好適な放熱効果、比較的長い寿命を有し、占有面積が比較的小さい発光ダイオ
ード装置又はその他の半導体装置に用いるパッケージ基板を如何に設計するかは、当業者
が思慮するに値する問題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、パッケージ基板及びその製造方法を提供することにあり、該パッケー
ジ基板は、良好な放熱効果、比較的長い使用寿命、及び占有面積が小さい等の利点を有す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的及びその他の目的に基づき、本発明は、パッケージ基板を提供し、このパッ
ケージ基板は、回路基板上に取り付けられ、且つパッケージ基板上に少なくとも１つの半
導体チップを取り付け、該パッケージ基板は、基板と、複数の導電薄膜パターンと、絶縁
薄膜パターンと、を含む。基板は、主に導電材質又は半導体材質から構成され、その表面
がダイ固定領域及び複数の導電領域を含む。各導電薄膜パターンは、それぞれ異なる導電
領域上に分布し、絶縁薄膜パターンは、導電薄膜パターン及び基板の間に位置するが、絶
縁薄膜パターンは、ダイ固定領域上に設置されない。そのうち、半導体チップは、ダイ固
定上に取り付けられ、且つ導電薄膜パターンと電気接続する。
【００１１】
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　上記のパッケージ基板において、半導体チップが発光ダイオードであり、導電領域は、
第１導電領域及び第２導電領域を含む。半導体薄膜パターンは、第１導電薄膜パターン及
び第２導電薄膜パターンを含み、該第１導電薄膜パターン及び該第２導電薄膜パターンは
、それぞれ第１導電領域及び第２導電領域上に位置し、且つ第１導電薄膜パターン及び第
２導電薄膜パターンは、相互に接触しない。
【００１２】
　上記のパッケージ基板において、基板上に複数の貫通孔を設置し、これら貫通孔は、基
板を貫通し、且つそれぞれ異なる導電領域に位置し、且つこれら貫通孔の孔壁上に導電薄
膜を分布する。
【００１３】
　上記のパッケージ基板において、更に、凹穴を含み、該凹穴は、ダイ固定領域に位置し
、且つ基板上に一体に成形され、且つ半導体チップが凹穴内に位置する。
【００１４】
　上記のパッケージ基板において、導電薄膜パターンは、更に、第３導電薄膜パターンを
含み、第３導電薄膜パターンは、ダイ固定領域に塗布され、且つ第３導電薄膜パターンは
、直接基板と接触する。また、第３導電薄膜パターンは、例えば、第２導電パターンと電
気接続し、且つ半導体チップのそのうち１つの電極は、第３導電薄膜パターンと直接接触
し、半導体チップのもう１つの電極は、第１接続線により第１導電薄膜パターンと接触す
る。
【００１５】
　上記のパッケージ基板において、基板の材質は、銅又はアルミニウム、又は銅又はアル
ミニウムの何れか１つの成分を含む合金である。或いは、半導体材質、例えば、シリコン
であることもできる。また、導電薄膜パターンの材質は、主に銅であるが、その他の材質
、例えば、ニッケル、金、又は銀、又は以上のいずれか１つの成分を含む合金を含むこと
ができる。
【００１６】
　上記のパッケージ基板において、絶縁薄膜パターンの材質は、重合物であることができ
、この重合物は、例えば、エポキシ樹脂(Epoxy)、シリコンゲル(Silicone)、ポリイミド(
Polyimide)、又ははんだ塗料等であり、且つ厚さが好ましくは、2μmより大きいものであ
る。
【００１７】
　上記のパッケージ基板において、該パッケージ基板は、例えば、表面実装技術を利用し
てマザーボードと電気接続を行うものである。
【００１８】
　上記の目的及びその他の目的に基づき、本発明は、パッケージ基板の製造方法を提供し
、該製造方法は、以下(a)～(e)に記載するステップを含む：
(a)基板を提供し、該基板は、主に導電材質又は半導体材質で構成される。更に、基板上
に、複数の貫通孔を有し、且つ基板は、ダイ固定領域及び複数の導電領域に分けられる。
(b)基板上に絶縁薄膜パターンを形成し、該絶縁薄膜パターンは、ダイ固定領域上に形成
されず、この絶縁薄膜パターンは、電気メッキ(Electrolytic deposition)、電気泳動(El
ectrophoretic deposition)、又は電気化学蒸着(Electrical Chemical Deposition)によ
り基板上に形成される。
(c) 複数の導電薄膜パターンを形成し、これら導電薄膜パターンは、異なる導電領域上に
分布される。
(d) 半導体チップをダイ固定領域内に取り付ける。
(e) 半導体チップ及び導電薄膜パターンを電気接続する。
【発明の効果】
【００１９】
　パッケージ基板のダイ固定領域に絶縁薄膜パターンを塗布しないことにより、パッケー
ジ基板は、半導体パッケージ構造の放熱効果を増強することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の発光ダイオード装置の正面図である。
【図２Ａ】～
【図２Ｅ】本発明の発光ダイオード装置の製造方法の実施例を示す図である。
【図３Ａ】～
【図３Ｃ】絶縁薄膜パターンのうちの１種の製造過程を示す図である。
【図４Ａ】～
【図４Ｃ】絶縁薄膜パターンの他の１種の製造過程を示す図である。
【図５Ａ】～
【図５Ｄ】絶縁薄膜パターンのうちの１種の製造過程を示す図である。
【図６Ａ】～
【図６Ｄ】絶縁薄膜パターンの他の１種の製造過程を示す図である。
【図７Ａ】本発明の発光ダイオード装置の第１実施例を示す断面図である。
【図７Ｂ】本発明の発光ダイオード装置の第１実施例を示す平面図である。
【図８Ａ】本発明の発光ダイオード装置の第２実施例の説明図である。
【図８Ｂ】本発明の発光ダイオード装置の第３実施例の説明図である。
【図９】本発明の発光ダイオード装置の第４実施例の説明図である。
【図１０】本発明の発光ダイオード装置の第５実施例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図２Ａ～図２Ｅを参照し、図２Ａ～図２Ｅが示すのは、本発明の発光ダイオード装置の
製造方法の実施例である。先ず、図２Ａに示すように、基板２２０を提供し、この基板２
２０の材質は、銅である。基板２２０上に凹穴２２１及び複数の貫通孔２２２を設置し（
於実施例中は２つである）、そのうち、凹穴２２１は、基板２２０上に一体に成型され、
且つ貫通孔２２２は、基板２２０を貫通する。また、基板２２０の表面は、ダイ固定領域
２２３と、第１導電領域２２４と、第２導電領域２２５と、に分けられ、そのうち、凹穴
２２１は、ダイ固定領域２２３に位置し、２つの貫通孔２２２は、それぞれ第１導電領域
２２４及び第２導電領域２２５に位置する。ダイ固定領域２２３、第１導電領域２２４、
及び第２導電領域２２５について、如何に分けるかは、下方の文で詳細に説明する。
【００２２】
　更に、図２Ｂに示すように、電気メッキ、電気泳動、又は電気化学蒸着を利用し、基板
２２０上に絶縁薄膜パターン２４０を形成する。そのうち、基板２２０のダイ固定領域２
２３は、絶縁薄膜パターン２４０に覆われていない。電気メッキ、電気泳動、又は、電気
化学蒸着は、基板２２０上に電圧を印加し、基板２２０自身に正の電荷又は負の電荷を帯
電させ、相反する電荷を帯びた粒子又はイオンを基板２２０上に堆積させる。電気メッキ
及び電気泳動は、当業者にとって周知の技術であるので、ここでは、詳細を記載しない。
従来のスパッタリング、陽極酸化、又は熱酸化に比較し、本実施例の製造方法が採用する
電気メッキ、電気泳動、又は電気化学蒸着は、比較的高い成形速度を有するので、比較的
短い時間内で厚さが比較的厚い絶縁薄膜パターン２４０を形成することができる。本実施
例において、絶縁薄膜パターン２４０の厚さは、２μｍより大きく、好ましくは、５μｍ
より大きい。絶縁薄膜パターン２４０は、比較的大きな厚さを有するので、その後、使用
時に絶縁破壊の現象が発生し難い。
【００２３】
　続いて、図２Ｃに示すように、基板２２０上に導電薄膜パターン２３０を形成し、その
うち、導電薄膜パターン２３０は、第１導電薄膜パターン２３１、第２導電薄膜パターン
２３２、及び第３導電薄膜パターン２３３を含む。そのうち、第１導電薄膜パターン２３
１及び第２導電薄膜パターン２３２は、それぞれ基板２２０の第１導電領域２２４及び第
２導電領域２２５上に塗布され、第３導電薄膜パターン２３３は、ダイ固定領域２２３に
塗布される。図２Ｃから分かるように、第１導電薄膜パターン２３１及び第２導電薄膜パ
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ターン２３２は、絶縁薄膜パターン２４０上を覆う。また、第１導電薄膜パターン２３１
、第２導電薄膜パターン２３２、及び第３導電薄膜パターン２３３は、相互に接触しない
。このように、パッケージ基板２０２の製造を完成することができる。
【００２４】
　図２Ａ及び図２Ｃを同時に参照し、当業者であれば分かるように、基板２２０上の第１
導電領域２２４は、第１導電薄膜パターン２３１に覆われた領域であり、基板２２０上の
第２導電領域２２５は、第２導電薄膜パターン２３２により覆われた領域であり、ダイ固
定領域２２３は、第１導電領域２２４及び第２導電領域２２５の間に位置する。また、本
実施例において、ダイ固定領域２２３上に絶縁薄膜パターン２４０を塗布していない。
【００２５】
　更に、図２Ｄを参照し、発光ダイオード２１０を凹穴２２１内に取り付ける。その後、
第１接続線２１１を発光ダイオード２１０及び第１導電薄膜パターン２３１の間に接続し
、同時に、第２接続線２１２を発光ダイオード２１０及び第２導電薄膜パターン２３２の
間に接続する。また、発光ダイオード２１０上に更に蛍光粉層２６０を塗布する。続いて
、図２Ｅを参照し、レンズ２７０を発光ダイオード２１０上方に取り付け、このレンズ２
７０は、プラスチック射出成型の方式で形成される。このように、発光ダイオード装置２
００の製造を完成する。
【００２６】
　続いて、絶縁薄膜パターン２４０に形成方式をより詳しく紹介する。図３Ａ～図３Ｃを
参照し、図３Ａ～図３Ｃが示すのは、絶縁薄膜パターンの形成過程である。先ず、図３Ａ
を参照し、電気メッキ、電気泳動、又は電気化学蒸着を利用し、基板２２０上に絶縁薄膜
２４０'を形成し、本実施例において、絶縁薄膜２４０'の材質は、重合物、例えば、エポ
キシ樹脂、シリコンゲル、ポリイミド、又ははんだ塗料である。続いて、図３Ｂを参照し
、絶縁薄膜２４０'上にフォトレジスト層５０を塗布し、そのうち、ダイ固定領域２２３
上の絶縁薄膜２４０'は、フォトレジスト層５０に覆われていない。その後、エッチング
プロセスを行い、フォトレジスト層５０に覆われていない絶縁薄膜２４０'を除去する。
更に、図３Ｃに示すように、フォトレジスト層５０を除去し、絶縁薄膜パターン２４０を
形成する。
【００２７】
　或いは、図４Ａ～図４Ｃに示すように、先に、絶縁薄膜パターンを形成しない箇所（図
４Ａ中では、ダイ固定領域２２３である）にフォトレジスト層５０を形成することもでき
る。その後、図４Ｂに示すように、電気メッキ、電気泳動、又は電気化学蒸着を利用し、
基板２２０上に絶縁薄膜２４０'の堆積を行い、絶縁薄膜２４０'は、フォトレジスト層５
０上に形成されないので、フォトレジスト層５０を除去した後、絶縁薄膜パターン２４０
が形成される（図４Ｃ参照）。
【００２８】
　以下は、導電薄膜パターン２３０の製造過程についてより詳細に紹介する。図５Ａ～図
５Ｄを参照し、図５Ａ～図５Ｄが示すのは、導電薄膜パターンの製造過程である。先ず、
図５Ａに示すように、基板２２０上にシード層２３０''を形成し、このシード層２３０''
の材質は、銅であり、それは、基板２２０全体に分布し、且つ絶縁薄膜パターン２４０全
体を覆う。本実施例において、浸せきメッキ法(immersion plating)或スパッタリング法
を利用し、シード層２３０''を形成し、このシード層２３０''の材質は、例えば、銅であ
る。更に、図５Ｂに示すように、シード層２３０''上にフォトレジスト層５０'を塗布し
、そのうち、一部のシード層２３０''は、フォトレジスト層５０'に覆われていない。そ
の後、エッチングプロセスを行い、フォトレジスト層５０'に覆われていないシード層２
３０''を除去し、図５Ｃに示すようなシード層パターン２３０'を形成する。フォトレジ
スト層５０'を除去した後、電気メッキ、電気泳動、又は電気化学蒸着を利用し、シード
層パターン２３０'上に銅の堆積を継続して行い、図５Ｄに示すような導電薄膜パターン
２３０を形成する。また、当業者は、銅を堆積した後、更に、その他の種類の金属、例え
ば、ニッケル、金、及び銀又は以上の何れか１つの成分を含んだ合金等を堆積し、導電薄
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膜パターン２３０の物理性質を増進させることもできる。
【００２９】
　また、導電薄膜パターン２３０の形成方式は、図５Ａ～図５Ｄに示す製造過程に制限し
ない。図６Ａ～図６Ｄを参照し、図６Ａ～図６Ｄが示すのは、導電薄膜パターンのもう１
種の製造過程である。先ず、図６Ａに示すように、基板２２０上にシード層２３０''を形
成し、このシード層２３０''の材質は、銅であり、それは、絶縁薄膜パターン２４０全体
を覆う。更に、図６Ｂに示すように、シード層２３０''上にフォトレジスト層５０'を塗
布し、そのうち、一部のシード層２３０''は、フォトレジスト層５０'により覆われてい
ない。その後、電気メッキ又は電気泳動を利用し、フォトレジスト層５０''で覆われてい
ないシード層２３０''上に銅及びその他の種類の金属（例えば、ニッケル及び金）の堆積
を継続して行い、それを増厚し、増厚した部分が導電薄膜パターン２３０となる。続いて
、フォトレジスト層５０'を除去した後、エッチングプロセスを行い、残りのシード層２
３０''を除去し、図６Ｄに示すような導電薄膜パターン２３０を形成することができる。
【００３０】
　注意すべきことは、図５Ａ～図５Ｄ及び図６Ａ～図６Ｄは、何れも説明に用いるのみで
あり、実際の比例寸法に基づき作成されたものではなく、例えば、導電薄膜パターン２３
０は、実際には、シード層パターン２３０'又はシード層２３０''に比べ更に厚みが大き
くなる。一般的に、シード層パターン２３０' 又はシード層２３０''は、１μｍより小さ
く、導電薄膜パターン２３０は、１０μｍより大きい。また、当業者は、シード層２３０
''上に直接、電気メッキ、電気泳動、電気化学蒸着の方式で導電薄膜を形成し、その後、
導電薄膜上にフォトレジスト層を塗布し、エッチングを行い、導電薄膜パターン２３０を
形成することもできる。
【００３１】
　図７Ａ及び図７Ｂが示すのは、本発明の発光ダイオード装置の第１実施例の説明図であ
り、図７Ａが示すのは、断面図であり、図７Ｂが示すのは、平面図である。この発光ダイ
オード装置２００は、図２Ａ～図２Ｄが示す製造方法により製造され、且つそれは、回路
基板２０上に取り付けられる。この回路基板２０は、例えば、プリント回路基板であり、
回路基板２０上に発光ダイオード装置２００を取り付ける以外に、更に、その他の電子部
品（図示せず）を取り付けるか、より多くの発光ダイオード装置２００を取り付けること
ができる。
【００３２】
　図７Ａから分かるように、発光ダイオード２１０の直下には、如何なる絶縁薄膜パター
ン２４０も塗布しておらず、第３導電薄膜パターン２３３が銅、ニッケル、金、又は銀等
の金属から構成され、基板２２０の材質が銅であるので、発光ダイオード２１０が発生す
る熱量は、第３導電薄膜パターン２３３及び基板２２０から容易に伝導して放出されるこ
とができ、発光ダイオード２１０が過度の熱を持つ状況を発生し難くする。また、発光ダ
イオード２１０上に塗布する蛍光粉層２６０は、発光ダイオード装置２００が発する色光
を制御することに用い、例えば、発光ダイオード２１０が発する光が青色光であり、蛍光
粉層２６０が黄色の蛍光粉で形成されるものであれば、発光ダイオード装置２００は、白
色光を発することができる。
【００３３】
　凹穴２２１が基板２２０上に一体に成型されることにより、図１の発光ダイオード装置
１００が発生する問題、即ち、使用時間が長くなった後、反射部材１３０及び基板１２０
間で離脱の現象が発生し得る問題が生じることがない。従って、発光ダイオード装置１０
０に比較し、発光ダイオード装置２００は、比較的長い使用寿命を有することができる。
また、凹穴２２１の孔壁上に第３導電薄膜パターン２３３を塗布し、その表面に反射の効
果を有するので、発光ダイオード２１０が発する光線が反射され、且つレンズ２７０も集
光の作用を有し、これらが発光ダイオード装置２００の発光品質を向上することができる
。
【００３４】
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　図１，図７Ａ及び図７Ｂを参照し、パッケージ基板２０２上において、パッケージ基板
１０２のような一般に設置する絶縁体１４０を必要としないので、基板２２０の面積が比
較的小さく、且つ第１接続線２１１及び第２接続線２１２の長さが接続線１１２及び接続
線１１４と比較し短く、従って、発光ダイオード装置２００が比較的小さな面積を有する
ことができる。また、パッケージ基板１０２は、接続線を接合する方式を利用し、回路基
板１０と接続し、パッケージ基板２０２は、表面実装技術(surface mount technology)を
利用し、回路基板２０と電気接続するので、図１及び図７Ａと比較し、明確に以下のこと
が分かる：発光ダイオード装置２００が回路基板２０上で占める面積は、発光ダイオード
装置１００が回路基板１０上で占める面積より小さい。発光ダイオード装置２００が回路
基板２０上で占める面積が比較的小さいことにより、回路基板２０上により多くの電子部
品又はより多くの発光ダイオード装置２００を取り付けることも可能である。
【００３５】
　上記の実施例において、ダイ固定領域２２３は、基板２２０表面の中央箇所に位置して
いるが、当業者にとって、ダイ固定領域２２３は、中央箇所に設置することに限らないこ
とが明白である。また、基板２２０の材質が銅であるが、当業者は、その他の材質を使用
し、基板２２０を製造することもでき、例えば、アルミニウム、又は銅とアルミニウムの
何れか１つの成分を含む合金である。また、基板２２０の材質は、半導体材質であること
もでき、例えば、シリコンであり、基板２２０に導電の性質を持たせれば、何れも可能で
ある。また、ダイ固定領域２２３上に凹穴２２１を設置せずに平面状を呈するようにする
こともできる。
【００３６】
　図８Ａを参照し、図８Ａが示すのは、本発明の発光ダイオード装置の第２実施例の説明
図である。図７Ａの発光ダイオード装置２００に比べて、図８Ａの発光ダイオード装置２
００'は、第３導電薄膜パターン２３３を設置しておらず、即ち、発光ダイオード２１０
は、基板２２０と直接接触している。
【００３７】
　また、図７Ａにおいて、第１導電薄膜パターン２３１、第２導電薄膜パターン２３２、
及び第３導電薄膜パターン２３３は、相互に接触しておらず、且つ発光ダイオード２１０
は、接続線の方式で第１導電薄膜パターン２３１及び第２導電薄膜パターン２３２と電気
接続する。しかしながら、図８Ｂを参照し、図８Ｂが示すのは、本発明の発光ダイオード
装置の第３実施例の説明図である。本実施例において、第２導電薄膜パターン２３２及び
第３導電薄膜パターン２３３は、一体に成形され、即ち、相互に１つに接続される。また
、発光ダイオード装置２００''の発光ダイオード２１０の中の１つの電極（本実施例では
正極である）は、第３導電薄膜パターン２３３と直接接触するが、発光ダイオード２１０
のもう１つの電極（在本実施例為負極）は、第１接続線２１１により第１導電薄膜パター
ン２３１と接触する。
【００３８】
　図９を参照し、図９が示すのは、本発明の発光ダイオード装置の第４実施例の説明図で
あり、発光ダイオード装置３００のパッケージ基板３０２は、回路基板３０上に取り付け
られる。図７Ａのパッケージ基板２０２に比べて、パッケージ基板３０２の基板３１０は
、凹穴２２１及び如何なる貫通孔２２２も設置しておらず、且つ発光ダイオード装置３０
０は、更に第３接続線３０３及び第４接続線３０４を含む。第３接続線３０３は、第１導
電層パターン３３１及び回路基板３０の間に接続され、第４接続線３０４は、第２導電層
パターン３３２と回路基板３０の間に接続される。
【００３９】
　基板３１０上に如何なる凹穴２２１及び貫通孔２２２も設置しておらず、その表面が平
坦の表面であるので、本実施例において、電気泳動、電気メッキ、又は電気化学蒸着を使
用できる以外に、更に、印刷塗布法、スパッタリング法、又は噴霧法等の方式を使用し、
基板３１０上に絶縁薄膜パターン３４０及び導電薄膜パターン３３０を形成することもで
きる。
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【００４０】
　図１０を参照し、図１０が示すのは、本発明の発光ダイオード装置の第５実施例の説明
図であり、発光ダイオード装置４００のパッケージ基板４０２は、回路基板２０上に取り
付けられる。図７Ａに比較し、発光ダイオード装置４００の基板４１０は、如何なる貫通
孔も設置されておらず、その第１導電薄膜パターン４３１及び第２導電薄膜パターン４３
２は、基板４１０の上表面及び下表面に分布する以外に、更に、基板４１０の側壁上に分
布する。従って、基板４１０上表面の導電薄膜４３０は、側壁上に位置する導電薄膜４３
０により、下表面に位置する導電薄膜４３０と相互に導通する。本実施例において、パッ
ケージ基板４０２は、表面実装技術(surface mount technology)を利用し、回路基板２０
と電気接続する。
【００４１】
　上記の実施例において、全ての発光ダイオード装置は、何れもただ１つの発光ダイオー
ドのみを取り付けているが、当業者は、状況に応じて、より多くの発光ダイオードを取り
付けることができ、これら発光ダイオードは、並列の方式を利用し、１つに接続すること
ができる。
【００４２】
　更に、上記の発光ダイオード以外に、パッケージ基板は、更にその他の半導体パッケー
ジ構造上に応用することができる。即ち、パッケージ基板のダイ固定領域上に、発光ダイ
オードを取り付ける以外に、更にその他の形態の半導体チップ、例えば、論理ＩＣ、メモ
リＩＣ、アナログＩＣ、ＣＭＯＳイメージセンサ部材を取り付けることができる。また、
取り付けた半導体チップの違いに応じて、導電薄膜パターンの個数も異なり、主にその半
導体チップの接続ピン数を取り決め、例えば、接続ピンが１０個であれば、導電薄膜パタ
ーンの個数は、１０個となる。パッケージ基板のダイ固定領域に絶縁薄膜パターンを塗布
していないので、パッケージ基板により半導体パッケージ構造の放熱効果を増強すること
ができる。
【００４３】
　本発明では好適な実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明を限定する
ものではなく、当該技術を熟知するものなら誰でも、本発明の主旨と領域を脱しない範囲
内で各種の変更や修正を加えることができる。従って本発明の保護の範囲は、特許請求の
範囲で指定した内容を基準とする。
【符号の説明】
【００４４】
１０　　回路基板
１００　発光ダイオード装置
１０２　パッケージ基板
１１０　発光ダイオード
１１２，１１４　接続線
１２０　基板
１２１　正導電領域
１２２　負導電領域
１２３　ダイ固定領域
１３０　反射部材
１３２　凹穴
１４０　絶縁体
＜実施方式＞
２００，２００'、２００''　発光ダイオード
２０２　パッケージ基板
２２０　基板
２２１　凹穴
２２２　貫通孔
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２２３　ダイ固定領域
２２４　第１導電領域
２２５　第２導電領域
２３０　導電薄膜パターン
２３１　第１導電薄膜パターン
２３２　第２導電薄膜パターン
２３３　第３導電薄膜パターン
２３０'　シード層パターン
２３０''　シード層
２４０　絶縁薄膜パターン
２４０'　絶縁薄膜
２６０　蛍光粉層
２７０　レンズ
２０　　回路基板
５０，５０'，５０''　フォトレジスト層
３００　発光ダイオード装置
３０２　パッケージ基板
３０３　第３接続線
３０４　第４接続線
３３０　導電薄膜パターン
３３１　第１導電層パターン
３３２　第２導電層パターン
３０　　回路基板
４００　発光ダイオード装置
４０２　パッケージ基板
４１０　基板
４３０　導電薄膜
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